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１．三つの方針に基づいた点検等の状況

１－A 三つの方針に基づく大学教育の点検状況 【大学全体】

③　三つの方針の達成状況を点検している場合、その点検・確認主体

　三つの方針の達成状況を全学的に点検・評価している短期大学が254校（約92%、R1:約83%）で、教育の成果
を点検・評価するための、学位を与える課程（プログラム）共通の考え方や尺度を策定している短期大学が222
校（約81%、R1:約62%）となる。

① 三つの方針（卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針）の達成状況を
全学的に点検・評価している短期大学

② 三つの方針に基づく教育の成果を点検・評価するための、学位を与える課程（プログラム）共通の考え方や尺
度を策定している短期大学
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その他

学校数

1



④　三つの方針を点検している場合、地域社会や産業界等の学外の者等の意見を取り入れる機会をも設けてい
るか
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２．教育内容の改善の状況

２－A カリキュラム編成上の工夫

　カリキュラム編成上の工夫として、「能動的学修を取り入れた授業科目を実際に行っている」とする短期大
学が245校（約89%、R1:約89%）と最も多く、次いで「シラバスの作成に当たり、内容を担当教員以外が検討・
修正する機会を設定している」とする短期大学が238校（約87%、R1:約86%）、「履修系統図を活用している」
とする短期大学が232校（約84%、R1:約76%）である。

◆ナンバリング：
　カリキュラムの体系性を示す為に、各授業科目に意味付けされた番号を付与すること。
◆履修系統図（カリキュラムツリー等）：
　学生に身に付けさせる知識・能力との対応関係等を示した科目区分の下に授業科目を構成し、科目区分間、授業科目
　間の関係性や履修順序（配当年次）等を示すことにより、授業科目の体系的な履修を促すことを目的とした図を指す。
◆能動的学修（アクティブ・ラーニング）：
　教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学修法を指す。
　問題解決学修、体験学修、調査学修等が含まれ、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループワ
　ーク等も有効な方法とされている。

①　カリキュラム（教育課程）の体系性を明らかにする等の観点から、カリキュラム編成上の工夫の具体的な取組と
して行っているもの。
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a カリキュラムの体系性を明確化する観点からの検討の実施と

検討結果の反映を行っている

b 教養教育と専門教育の連携に関する検討の実施と検討結

果の反映を行っている

c ナンバリングを実施している

d 履修系統図を活用している

e 履修モデルを活用して学生への履修指導を実施している

f シラバスの作成に当たり、内容を担当教員以外が検討・修正

する機会を設定している

g 能動的学修を取り入れた授業を実際に行っている

h 能動的学修を取り入れた授業科目の増加や改善を図ってい

る

i カリキュラム編成に当たり、大学全体で定める人材養成の目

的や学位授与の方針等とカリキュラムの整合性を考慮している

j カリキュラム編成に当たり、日本学術会議が作成している分

野別の教育課程編成上の参照基準を活用している

k 異なる授業科目で教える内容が重複するのを避けるため、教

員間で、授業科目の内容の調整を行っている

l カリキュラム編成に当たり、教員以外の職員が参画する仕組

みを設けている

m カリキュラム編成に当たり、実務の経験を有する教員が参画

する仕組みを設けている

n カリキュラム編成に当たり、企業等と連携する仕組みを設け

ている

o カリキュラム編成に当たり、学位プログラムや一般教育・共通

教育等において文理横断・文理融合教育を行っている。

p ａ～ｏに該当する取組は実施していない

学校数（複数回答可）
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２－B 多様な授業科目の実施状況

２－Ｃ カリキュラムの多様性

　各学科（専攻課程）の専門分野以外に「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を慣用す
る」ことを目的とする科目の実施状況について、「外国語科目」を開設している短期大学が263校（約96%、R1:
約90%）と最も多く、次いで「体育に関する科目」を開設している短期大学が252校（約92%、R1:約92%）であ
る。

① 開講している授業科目

233

263

147

190

56

101

179

68

252

154

54

39

1

0 50 100 150 200 250 300

a コミュニケーション能力、課題発見・解決能力、

論理的思考力等の能力の育成を目的とした科目

b 外国語科目

c ボランティア活動を取り入れた科目

d 人権に関する内容を扱う科目

e 知的財産権に関する内容を扱う科目

f 多様なメディアを利用した遠隔授業

g 環境に関する内容を扱う科目

h 租税に関する内容を扱う科目

i 体育に関する科目

j 数理的思考やデータ分析・活用能力の育成を目

的とした科目

k 数理的思考やデータ分析・活用能力を活かしな

がら個別の学問分野を扱う科目

l 起業家（アントレプレナーシップ）教育に関する科

目

m ａ～ｌに該当する科目は開講していない

学校数（複数回答可）
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② ①でｂを選択した場合、開講されている言語科目
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a 英語

b フランス語

c ドイツ語

d スペイン語

e ポルトガル語

f インドネシア語

g ギリシャ語

h タイ語

i 中国語

j ロシア語

k ラテン語

l 朝鮮語

m アラビア語

n イタリア語

o その他

学校数
（複数回答可）
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③ ①でｄを選択した場合、具体的な授業科目の内容
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a 女性の人権に関する授業科目

b 子どもの人権に関する授業科目

c 高齢者の人権に関する授業科目

d 障害者の人権に関する授業科

e 同和問題に関する授業科目

f アイヌの人々の人権に関する授業科目

g 外国人の人権に関する授業科目

h HIV感染者等の人権に関する授業科目

i ハンセン病患者・元患者やその家族の人権に関

する授業科目

j 性的志向及び性自認に関する授業科目

k 高等教育における人権教育の指導者養成、ま

たは人権教育に関する専門的能力の開発を目的

とした 授業科目

l その他

（複数回答可）
学校数

6



④ ①でｅを選択した場合、英語の授業科目

⑤ ①でｅを選択した場合、開講の形態
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英語による授業科目を開講している。

英語による授業科目を開講していないが、

開講を検討している。

英語による授業科目を開講しておらず、開

講を検討していない。

9

3

6

9

29
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a 全学科で、必修科目に位置づけられている。

b 全学科で、選択必修科目に位置づけられている。

c 一部の学科等で、必修科目に位置づけられている。

d 一部の学科等で、選択必修科目に位置づけられている。

e 選択科目である（ａ～ｄのいずれにも該当しない）。

（複数回答可） 学校数

7



２－C キャリア教育の取組

① 教育課程内におけるキャリア教育の取組状況

② 教育課程内でキャリア教育の取組を実施している場合、取組内容

　教育課程内においてキャリア教育の取組を行っている、または一部の学科等で行っている短期大学は259校
（約94%、R1:約95%）であり、具体的な取組については、「勤労観・職業観の育成を目的とした授業科目」を開
設する短期大学が223校（約81%）と最も多く、次いで「資格取得・就職対策等を目的とした授業科目」を開設
する短期大学が219校（約80%）、「今後の将来設計を目的とした授業科目の開設」を開設する短期大学が215校
（約78%）である。
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a 勤労観・職業観の育成を目的とした授業科目の開設

b 今後の将来の設計を目的とした授業科目の開設

c 社会や経済の仕組み、消費生活の安定・向上に関す

る知識の獲得・修得を目的とした授業科目の開設

d 労働者としての権利・義務等、労働法制上の知識の

獲得・修得を目的とした授業科目の開設

e インターンシップを取り入れた授業科目の開設

f 資格取得・就職対策等を目的とした授業科目の開設

g 企業関係者、ＯＢ、ＯＧ等の講演等の実施

h 教育課程を通じ、キャリアに関して身につけるべき知

識や能力の明確化と到達度の評価

i 女性の多様なキャリアを意識したもの等、

男女共同参画の視点を踏まえたキャリア教育

j 大学と企業等とで連携して実施する、企業の課題解決

や製品開発等を題材とした授業科目の開設

k 社会人等に対するリカレント教育を目的とした授業科

目の開設

l ジョブ・カードを取り上げる授業科目の開設

m その他

（複数回答可） 学校数

8



　教育課程外においてキャリア教育の取組を行っている、または一部の学科等で行っている短期大学は238校
（約87%、R1:約85%）であり、具体的な取組については、「企業関係者、OB、OGなどの講演を実施」する短期大
学が166校（約60%）、「学生のキャリア形成を支援するための助言者の配置や相談体制の整備」する短期大学
が166校（約60%）と最も多く、次いで「資格取得・就職対策等を目的とした特別講義等の開設」を行う短期大
学が165校（約60%）である。　教育課程内外においてキャリア教育の取組を推進するため、産学連携を担当す
る組織を設置している短期大学は115校（約42%）となる。

④ 教育課程外でキャリア教育の取組を実施している場合、その取組内容

③ 教育課程外におけるキャリア教育の取組状況

12

206

218

0

20

20

2

35

37

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で行っている

一部の学科等で行っている

行っていない

101

88

38

52

46

165

166

52

166

91

32

24

72

16

3

0 50 100 150 200

a 勤労観・職業観の育成を目的とした特別講義等の開設

b 今後の将来の設計を目的とした特別講義等の開設

c 社会や経済の仕組み、消費生活の安定・向上に関する

知識の獲得・修得を目的とした特別講義等の開設

d 労働者としての権利・義務等、労働法制上の知識の

獲得・習得を目的とした特別講義等の開設

e インターンシップを取り入れた特別講義等の開設

f 資格取得・就職対策等を目的とした特別講義等の開設

g 企業関係者、ＯＢ、ＯＧ等の講演等の実施

h ポートフォリオや学修記録等の活用による、キャリア

に関する情報集約や目標設定等の実施

i 学生のキャリア形成を支援するための助言者の配置や

相談体制の整備

j キャリアデザインの意識付け等を目的とした、

大学入学前後のガイダンス

k 卒業生の女性による講演会等、男女共同参画の視点を踏

まえた特別講義等の開設

l 大学と企業等とで連携して実施する、企業の課題解決や製

品開発等を題材とした特別講義等の開設

m 社会人等に対するリカレント教育を目的とした

特別講義等の開設

n ジョブ・カードを取り上げた講義、研修、ガイダンス等及び

ジョブ・カードを活用した取組

o その他

（複数回答可） 学校数

9



２－D 主権者教育の取組 【大学全体】

① 教育課程内の主権者教育の取組

② ①で１～４を選択した場合、具体的な取組

表

⑤ 教育課程内または外でキャリア教育の取組を推進するための、産学連携を担当する組織を設置状況

6

102

108

0

7

7

8

110

118

0

42

42

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学的な組織を設置している

全学的な組織を設置していないが、学部等の組織

として設置している

組織は設置していないが、案件ごとに教員もしく

は事務組織が企業等と連携している

特に組織を設けておらず、企業等との連携も行っ

ていない

0

25

25

2

37

39

0

14

14

2

22

24

10

163

173

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学的に初年次教育や共通教育等で必修科目と

して行っている
全学的に必修科目としてではないが初年次教育

や共通教育等で行っている
一部の学科等で必修科目として行っている

一部の学科等で必修科目としてではないが行って

いる
行っていない

22

6

20

67

18

0 20 40 60 80

a 現実の政治的事象について議論し考察を深める活動を行

う授業科目の開設

b 模擬選挙や模擬住民投票等の実践的な活動を行う授業

科目の開設

c 地域や実社会の課題の解決に向けて合意形成や意思決

定、政策づくり等の実践的な活動を行う授 業科目の開設

d 政治や地方自治の仕組み、公職選挙法等の選挙の具体

的な仕組みなど政治的教養に関する授業 科目の開設

e その他

（複数回答可） 学校数
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③　①のほかの主権者教育の取組

④ ③で１を選択した場合、具体的な取組

3

30

33

11

231

242

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

行っている

行っていない

5

3

1

3

6

5

12

9

3

0 5 10 15

a 政治参画意識を育むことを目的とした、大学入学前後のガ

イダンス等での取組

b 現実の政治的事象について議論し考察を深める活動を行う

特別講義等の開設

c 模擬選挙や模擬住民投票等の実践的な活動を目的とした

特別講義等の開催

d 地域や実社会の課題の解決に向けて合意形成や意思決

定、政策づくり等の実践的な活動を行う特 別講義等の開設

e 政治や地方自治の仕組み、公職選挙法や選挙の具体的な

仕組みなど政治的教養に関する特別講義等の開設

f 大学の関与のもと学生自らによる選挙啓発活動の取組

g 住民票の異動手続きや不在者投票に関する周知等の取組

h 大学構内における期日前投票所の設置

i その他

（複数回答可） 学校数

11



２－E 情報通信技術を活用した教育の実施状況

①情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した教育の実施状況

②情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した教育を実施している場合、その具体的な内容

　情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した教育を実施している短期大学は236校（約86%（R1:約62%））であり、具
体的な取組については、「学修管理システムを利用した事前・事後学習を推進」する短期大学が133校（約
48%）と最も多く、次いで「ビデオ・オン・デマンド・システム等リアルタイム配信以外のシステム（ネット配
信を含む）を活用したｅラ ーニングによる遠隔教育」を行う短期大学が118校（約43%）である。

10

204

214

1

21

22

3

36

39

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で実施している

一部の学科等で実施している

実施していない

118

99

133

70

89

16

0 20 40 60 80 100 120 140

a ビデオ・オン・デマンド・システム等リアルタイム配信以

外のシステム（ネット配信を含む）を活用したｅラ ーニング

による遠隔教育

b テレビ会議システム等リアルタイム配信システム（ネット

配信を含む）を活用した遠隔教育

c 学修管理システムを利用した事前・事後学修の推進

d 教室の講義とｅラーニングによる自習の組合せ、講義

とインターネット上でのグループワークの組合せ（い わゆる

ブレンディッド型学習）の導入

e 携帯端末を活用した学生応答・理解度把握システム

（いわゆるクリッカー技術）による双方向型授業

f ａ～ｅの選択肢以外の取組

（複数回答可） 学校数
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２－F 卒業論文や卒業研究、卒業制作等の実施の状況

① 卒業論文等の授業

② ①で｢１または２｣の場合、必修状況

11

108

119

3

48

51

0

105

105

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で設けている

一部の学科等で設けている

設けていない

7

83

90

5

49

54

2

24

26

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で必修にしている

一部の学科等で必修にしている

必修にしていない
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３．教育方法の改善の状況

３－A 高等学校での履修状況への配慮

①　高等学校での履修・習得状況に配慮した取組状況

②　高等学校での履修・習得状況に配慮した取組を行っている場合、その配慮の内容

　専門高校出身者や帰国子女、高等学校で当該科目を履修していない者等に対して、学力別のクラス分け、補
習授業の実施、個別指導の実施等、高等学校での履修の状況に配慮した取組を実施している短期大学は、115校
（約42%（R1:約39%））であり、具体的な配慮の内容については、「入学前の補習授業の実施」を行う短期大学
が53校（約19%）と最も多く、次いで「学力別のクラス分け」を行う短期大学が52校（約19%）である。

2

73

75

4

36

40

8

152

160

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で行っている

一部の学科等で行っている

行っていない

8

52

53

36

32

6

0 10 20 30 40 50 60

a 授業を既修組と未修組に分けて実施

b 学力別のクラス分け

c 入学前の補習授業の実施

d 入学後の補習授業の実施

e 個別指導

f ａ～ｅの選択肢以外の取組

（複数回答可） 学校数
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３－B 初年次教育の取組状況

① 初年次教育の実施状況

②　初年次教育を実施している場合、その具体的な実施内容

　初年次教育を実施している短期大学は258校（約94%（R1:約86%））であり、具体的な取組としては、「レ
ポート・論文の書き方等の文章作法を身に付けるためのプログラム」を実施する短期大学が214校（約78%）、
次いで「大学内の教育資源（図書館を含む。）の活用方法を身につけるためのプログラム」を開設する短期大
学が189校（約69%）、「将来の職業生活や進路選択に対する動機付け・方向付けのためのプログラム」を実施
する短期大学が186校（約68%）である。

◆初年次教育：
　高等学校から大学への円滑な移行を図り、大学での学問的・社会的な諸条件を成功させるべく、主として新入生を対象に作られた総合
的教育プログラム。高等学校までに習得しておくべき基礎学力の補完を目的とする補習教育とは異なり、新入生に最初に提供されること
が強く意識されたもの。

214

129

150

165

90

186

90

77

125

189

119

8

0 50 100 150 200 250

a レポート・論文の書き方等の文章作法を身につけるた

めのプログラム

b ノートの取り方に関するプログラム

c プレゼンテーションやディスカッション等の口頭発表の

技法を身につけるためのプログラム

d 学問や大学教育全般に対する動機づけのためのプロ

グラム

e 論理的思考や問題発見・解決能力の向上のためのプ

ログラム

f 将来の職業生活や進路選択に対する動機づけ・方向

づけのためのプログラム

g 社会の構成員としての自覚・責任感・倫理観育成のた

めのプログラム

h メンタルヘルス等、精神的・肉体的健康の保持に関す

るプログラム

i 学生生活における時間管理や学修習慣を身につける

ためのプログラム

j 大学内の教育資源（図書館を含む）の活用方法を身に

つけるためのプログラム

k 自大学の歴史等を題材とした、自大学への帰属意識

の向上に関するプログラム

l ａ～ｋの選択肢以外の取組

（複数回答可） 学校数
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237

248

1

9

10

2

15

17

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

1 全学科で設定している

2 一部の学科等で設定して

いる

3 設定していない
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３－C 全ての学科を通じた教育（全学的な共通教育）の取組状況 【大学全体】

① 全ての学科等を通じた教育

② ①で１を選択した場合、全ての学科を通じた教育（全学的な共通教育）を実施する期間

10

162

172

4

99

103

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

実施している

実施していない

1

42

43

2

40

42

0

4

4

6

75

81

0

2

2

0

3

3

1

3

4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

１年次の一定期間

１年次までの１年間

２年次の一定期間

２年次までの２年間

３年次の一定期間

３年次までの３年間

その他
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３－D 履修指導や学修支援制度等の取組状況 【大学全体】

① 全学的な履修指導又は学修支援制度の取組

　全学的な履修指導又は学生支援制度の取組としては、「オフィス・アワーの設定」を行う短期大学が250校
（約91%）と最も多く、次いで「学生の就職支援のためのセンター等の設置」を行う短期大学が208校（約
76%）、「アクティブ・ラーニング・スペースの整備・活用」を行う短期大学が163校（約59%）である。

◆学修ポートフォリオ：
　学生が、学修過程ならびに各種の学修成果（例えば、学修目標・学修計画表とチェックシート、課題達成のために収集した資料や遂行
状況、レポート、成績単位取得表等）を長期にわたって収集したもの。これらを必要に応じて系統的に選択し、学修過程を含めて達成度
を評価し、次に取り組むべき課題をみつけてステップアップを図ること等を目的としている。

37

250

119

132

163

14

27

11

33

25

208

91

25

62

8

4

5

0 50 100 150 200 250 300

a TAの配置

b オフィス・アワーの設定

c アドバイザー制

d 学修ポートフォリオ

e アクティブ・ラーニング・スペース

f ライティング・センター等、日本語表現力を高めることを

目的としたセンター等の設置

g 大学教育レベルの英語学修を支援するためのセンター

等の設置

h 大学教育レベルの外国語（英語以外）学修を支援する

ためのセンター等の設置

i 外国人留学生と日本人学生が、外国語によるコミュニ

ケーションを通じて、国際交流を図る場所の設置

j 初年次教育を実施するためのセンター等の設置

k 学生の就職支援のためのセンター等の設置

l 学生のボランティア活動を支援するためのセンター等の

設置

m 全学共通の教養教育のセンター等の設置

n 学修支援センター等における個別指導

o アカデミック・アドバイザー等の専門職の設置

p ａ～оに該当する取組は実施していない

q その他

（複数回答可） 学校数
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３－E シラバスの作成状況

①　シラバスの記載項目（フォーマット）を統一しているか

②　シラバスの記載項目

　全ての授業科目で記載項目を統一したシラバスを作成している短期大学は275校（100%（R1:約99%））であ
り、シラバスの記載項目としては、「授業における学修の到達目標」、「各回の授業の詳細な内容」を記載す
る短期大学が274校（約100%）と最も多く、次いで「準備学修に関する具体的な指示」を記載する短期大学が
251校（約91%）、「人材養成の目的もしくは学位授与の方針と当該授業科目の関連」を記載する短期大学が234
校（約85%）である。

14

261

275

0

0

0

0

0

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

1 全ての授業科目でシラバスを作成し、統一してい

る

2 全ての授業科目でシラバスを作成しているが、統

一していない

3 シラバスを作成していない授業科目がある

234

274

195

274

173

251

226

215

0

17

0 50 100 150 200 250 300

a 人材養成の目的もしくは学位授与の方

針と当該授業科目の関連

b 授業における学修の到達目標

c 当該授業科目の教育課程内の位置づけ

や水準を表す数字や記号

d 各回の授業の詳細な内容

e 授業期間を通して課される課題の内容

f 準備学修に関する具体的な指示

g 準備学修に必要な学修時間の目安

h 課題に対するフィードバックを行うこと

i ａ～ｈに該当する項目は設定していない

j その他

（複数回答可） 学校数
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３－F 成績評価の状況

①　シラバスにより、成績評価基準を示しているか

② ルーブリックにより、成績評価基準を示しているか

③ 成績評価において、ＧＰＡ（グレード・ポイント・アベレージ）制度を取り入れているか

　全ての授業科目の成績評価基準をシラバスで明示している短期大学は271校（約99%（R1:約98%））である。
また、「ルーブリック」により、成績評価基準を示している短期大学は103校（約37%（R1:約30%））である。
また、「ＧＰＡ制度」を導入している短期大学は269校（約98%（R1:約95%））であり、主に学修指導や奨学
金・授業料免除の基準に活用されている一方、進級判定や卒業判定の基準、教員・授業科目間の成績評価の平
準化への活用は少数である。

◆GPA制度
　授業科目ごとの成績評価を、例えば５段階（A、B、C、D、E）で評価し、それぞれに対して、４、３、２、１、０のよう
に数値（グレード・ポイント：GP）を付与し、この単位あたりの平均（グレード・ポイント・アベレージ：GPA）を出し
て、その一定水準を卒業等の要件とする制度。

表

13

254

267

0
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1
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

1 全ての科目を明示した

2 一部の科目を明示した

3 示していない
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49

49

2

52

54

12

160

172

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

1 全ての科目を明示し

た

2 一部の科目を明示し

た

3 示していない
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2

1

5
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で取り入れている

一部の学科等で取り入れている

取り入れていない
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④　ＧＰＡ制度を取り入れている場合、その具体的運用方法

⑤　ＧＰＡ制度を取り入れている場合、ＧＰＡの平均値や分布状況に関する公表状況

表

44

57

121

225

223

117

54

76

16

0 50 100 150 200 250

a 進級判定の基準として活用している

b 卒業判定の基準として活用している

c 退学勧告の基準として活用している

d 学生に対する個別の学修指導に活用している

e 奨学金や授業料免除対象者の選定基準として活

用している

f GPAに応じた履修上限単位数の設定を行っている

g 授業科目の履修者に求められる成績水準を示す

ために活用している

h 各教員間、もしくは各授業科目間の成績評価基準

の平準化のために活用している

i ａ～ｈの選択肢以外の運用

84

85

21

118

4

0 20 40 60 80 100 120 140

a 大学全体のGPAの平均値や分布状況を公表し

ている

b 学科または専攻課程のGPAの平均値や分布状

況を公表している

c 教員または授業科目ごとのGPAの平均値や分

布状況を公表している

d 公表していない

e その他

（複数回答可）

学校数

学校数

（複数回答可）
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３－G 学生の学修時間・学修行動の把握の状況

① 学生の学修時間や学修行動の把握の実施状況

② 学生の学修意欲の把握の実施状況

③ ①で１または２を選択した場合、その把握方法

　学生の学修時間・学修行動の把握を行っている短期大学は251校（約91%（R1:約84%））であり、学生アン
ケートにより把握している場合が最も多い。把握した情報については、教育課程や教育方法の改善に活用して
いる場合が多い。

8

239

247

0

4

4

6

18

24

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で行っている

一部の学科等で行っている

行っていない

60

215

15

28

10

0 50 100 150 200 250

a 「学生生活調査」への付帯質問項目

b 学生アンケート調査（学修時間を含む）

c 学生アンケート調査（学修時間を含まない）

d 学修ポートフォリオによる把握

e その他

（複数回答可） 学校数

9

207

216

0

3

3

5

51

56

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で行っている

一部の学科等で行っている

行っていな
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④ ②で１または２を選択した場合、その把握方法

⑤ 学生の学修時間や学修行動を把握している場合、把握した情報の大学教育等の改善への活用方法

47

188

30

18

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

a 「学生生活調査」への付帯質問項目

b 学生アンケート調査

c 学修ポートフォリオによる把握

d その他

（複数回答可） 学校数

204

98

131

28

18

10

0 50 100 150 200 250

a 教育課程や教育方法の改善

b 学修支援環境の整備

c 学生の就学支援や履修指導

d 学生へのキャリア相談

e 学位授与の方針等の見直し

f その他

（複数回答可） 学校数
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３－H 学生の学修成果の把握の状況

① 学生の学修成果の把握の実施状況

② ①で１または２を選択した場合、学修成果として調査・測定等を行っている事項

③ ②でｂを選択した場合、学修成果として調査・測定等を行っている事項

5

159

164

0

16

16

9

86

95

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で行っている

一部の科目を明示した

行っていない

107

129

88

108

115

80

31

5

0 20 40 60 80 100 120 140

a 知識・理解

b 汎用的能力

c 獲得した知識等を活用し、新たな

課題に適用し課題を解決する能力

d 態度・志向性

e 専門的な知識

f 専門的な技術や技能

g 専門職業人としての倫理観

h その他

（複数回答可） 学校数

59

23

42

87

94

7

0 20 40 60 80 100

a 日本語と特定の外国語を用いて、読み、書

き、聞き、話すことができる

b 自然や社会的事象について、シンボルを活用

して分析し、理解し、表現することができる

c 情報通信技術を用いて、多様な情報を収集・

分析して適正に判断し、モラルに則って効果的

に活用することができる

d 論理的思考力

e 問題解決力

f その他

（複数回答可） 学校数
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④  ②でｄを選択した場合、学修成果として調査・測定等を行っている事項

⑤　学生の学修成果を把握している場合、その把握方法

74

100

53

37

29

2

0 20 40 60 80 100 120

a 自らを律して行動できる

b 他者と協調・協働して行動

できる。また、他者に方向性を

示し、目標の実現のために動

員できる

c 自己の良心と社会の規範や

ルールに従って行動できる

d 社会の一員としての意識を

持ち、義務と権利を適正に行

使しつつ、社会の発展のために

積極的に関与できる

e 卒業後も自律・自立して学

習できる

f その他

（複数回答可）

107

89

40

31

9

0 20 40 60 80 100 120

a 外部の標準化されたテスト等による学修成果

の調査・測定

b 学生の学修経験等を問うアンケート調査

c 学修評価の観点・基準を定めたルーブリック

d 学修ポートフォリオ

e その他

（複数回答可）

学校数

学校数
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⑥ 　学生の学修成果を把握している場合、把握した情報を大学教育等の改善に活用する方法

⑦ ⑤でａを選択した場合、その方法の作成主体

 ⑦´ ⑤でｂを選択した場合、その方法の作成主体

表

4

4

17

90

6

0

0 20 40 60 80 100

a 自大学を含む複数大学で作成

b 他大学で作成

c 自大学が単独で作成

d 企業または民間団体で作成

e 企業または民間団体以外の外部団

体（国際機関を含む）で作成

f その他

（複数回答可）

150

55

59

88

7

0 20 40 60 80 100 120 140 160

a 教育課程や教育方法の改善

b 学修支援環境の整備

c 学生の就学支援

d 学生への履修指導やキャリア相談

e その他

（複数回答可） 学校数

学校数

2

4

80

8

0

2

0 20 40 60 80 100

a 自大学を含む複数大学で作成

b 他大学で作成

c 自大学が単独で作成

d 企業または民間団体で作成

e 企業または民間団体以外の外部団

体（国際機関を含む）で作成

f その他

（複数回答可） 学校数
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⑧ 学生が修得した知識や能力等を明らかにするための資料等の交付

３－I 卒業生調査の状況

①　卒業生からの意見を聞く機会を設けているか

②　就職先等の進路先から卒業生の評価を聞く機会を設けているか

　教育研究活動を改善する等の観点から、なんらかの卒業生からの意見を聞く機会を設けている短期大学は239
校（約87%（R1:79%））であり、調査方法としては、アンケート形式の質問紙等を用いた調査を行う短期大学が
多い。また、就職先等の進路先から卒業生の評価を聞く機会を設けている短期大学は237校（約86%
（R1:75%））である。

4

218

222

2

13

15

8

30

38

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で設けている

一部の学科等で設けている

設けていない

227

43

3

36

0 50 100 150 200 250

a アンケート形式の質問紙等を用いた調査を行って

いる

b 定期的に懇談会等の機会を設け、意見等を収集

している

c その他

d 設けていない

（複数回答可）

学校数

学校数

0

54

54

0

4

4

1

23

24

13

180

193

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で行っている

一部の学科等で行っている

交付に向けた準備段階

行っていない
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３－J 学生による授業評価等の実施状況

①　学生による授業評価の実施状況

②　授業の運営に学生が参加する取組

　学生による授業評価を実施している短期大学は274校（約100%（R1:約99%））である。

　授業の運営に学生が参加する取組として、「授業アンケートの結果を組織的に検討し、授業内容等に反映す
る機会を設けている」短期大学が多い。

177

35

13

9

1

31

74

10

0 50 100 150 200

a 授業アンケートの結果を組織的に検討し、

授業内容等に反映する機会を設けている

b 大学の授業に関し、学生自治会からの意見

を聞く機会を設けている

c 学生を教育改善委員として任命している

d 学生が課外活動で教育改善活動に参加し

ている

e 学生企画型、もしくは学生が参加する授業

運営委員会を置く授業科目を開設している

f ファカルティ・ディベロップメント活動に学生が

参加している

g ａ～ｆに該当する取組は実施していない

h その他

（複数回答可） 学校数

13

259

272

1

1

2

0

2

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で実施した

一部の学科等で実施した

いずれでも一切実施していない
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３－K 教学マネジメントに関する取組

① 教学マネジメントに関する取組状況

② 教学マネジメントに関する取組

　教学マネジメントに関する取組を実施している短期大学は228校（約83%（R1:74%））であり、取組として
は、「教育課程編成・実施の方針の策定とこれに基づく体系的な教育課程の構築」を行っている短期大学が212
校（約77%）と最も多く、次いで「学内の教員間での教育改善に関する認識の共有」を行う短期大学が191校
（約69%）、「学長を中心とする運営体制の確立」を行う短期大学が177校（約64%）である。

212

86

172

149

191

177

92

117

130

54

131

7

0 50 100 150 200 250

a 教育課程編成・実施の方針に基づく体系的な教育課程の構築

b 学科等の壁を越えた充実した教育課程の構築

c 教育改善に関するPDCAサイクルの確立

d 学修状況の分析や教育改善を支援する体制の構築

e 学内の教員間での教育改善に関する認識の共有

f 学長を中心とする運営体制の確立

g 学外の関係者・関係機関との連携・協働

h 教学マネジメント確立のための学長と教授会の役割の明確化

i カリキュラムの編成権限を持った、全学的な教育目標等とカリ

キュラムとの整合性を検証するための全学的な委員会の設置

j 卒業認定・学位授与の方針に基づく組織的な教育への参画・

貢献についての教員評価の実施

k 教学マネジメントのための教職協働体制の構築

l 実施していない

（複数回答可） 学校数

8

197

205

1

22

23

5

42

47

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で実施している

一部の学科等で実施している

実施していない
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４．開かれた大学づくり

４－A 入学資格の弾力化の状況

① 個別審査により大学への入学資格を認める制度の導入状況

②令和４年度受入れ人数

（単位：人）
令和４年度受入れ人数

公立
私立
計

４－B 修業年限の弾力化の状況

① 長期履修学生制度の導入状況

②令和４年度受入れ人数

（単位：人）
令和４年度受入れ人数

公立
私立
計

6
590
596

0
135
135

　職業を有している等の事情により、修業年限を超えた一定の期間にわたって計画的に教育課程を履修して卒
業する「長期履修学生制度」については、126校（約46%（R1:約41%））が導入し、令和4年度においては、計
596人の学生を長期履修学生として受け入れている。

◆長期履修学生制度：
　短期大学設置基準第16条の2に基づき、学生個人が職業等を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的
に教育課程を履修し卒業させる制度のこと。

1

109

110

1

15

16

12

137

149

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で導入している

一部の学科等で導入している

導入していない

9

134

143

0

3

3

5

124

129

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で導入している

一部の学科等で導入している

導入していない
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４－C 入学・卒業時期の弾力化

① ４月以外の時期の入学者を受け入れる制度の導入状況

② ４月以外の時期に入学させた時期と学生数

ア　入学時期

　学則上4月以外の時期に入学者を受け入れる制度を導入し、実際に4月以外の時期に学生を募集している短期
大学は24校（約9%（R1:約7%））である。

0

24

24

0

26

26

14

211

225

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

学則上制度を導入していて、実際に４月

以外の時期に学生を募集している

学則上制度を導入しているが、実際は学

生を募集していない

学則上制度を導入していないし、募集も

していない

9月, 28, 

56.0%

10月, 22, 

44.0%

(月，人，％)

帰国子女, 

0, 0.0%

社会人, 

811, 

95.0%

留学生, 42, 

4.9%

その他, 1, 

0.1%

(区分，人，％)

イ 学生数

30



４－D 学生の学外の社会体験活動と機会の提供の状況

① ギャップ・ターム

② 単位認定

４－E 転学科等の状況

① 転学科等制度を設けているか

② ①で１または２を選択した場合、受け入れた学生数

0

6

6

0

5

5

14

250

264

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で実施している

一部の学科等で実施している

実施していない

0

11

11

0

0

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

単位認定している

単位認定していない

6

102

108

2

18

20

6

141

147

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で設けている

一部の学科等で設けている

設けていない

2

54

56

1

21

22

0

0

0

0 10 20 30 40 50 60

公立

私立

計

１年生

２年生

３年生

学生数
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４－F 高大連携の状況

①　高校生が大学教育に触れる機会の提供

②　高校生の進路選択や大学入学者選抜の実施等の円滑化等のための、高校関係者との連携の取組

　高校生が大学教育に触れる機会として短期大学が行っている取組としては、「オープンキャンパス等」を行
う短期大学が265校（約96%）と最も多く、次いで「大学教員が高校へ出向き行う講演等」を行う短期大学が195
校（約71%）、「高校生を対象とした体験授業の開催」を行う短期大学が169校（約61%）である。また、高校関
係者との連携の取組としては、「高等学校との意見交換会」を行っている短期大学が212校（約77%）と最も多
い。

119

195

93

51

52

169

265

24

2

0 50 100 150 200 250 300

a 大学教員が高校へ出向き定期的に行う講義ま

たは授業

b 大学教員が高校へ出向き行う講演等

c 大学において行う、高校生を対象とした、大学

教員による講演等

d 高校生を対象とした、公開講座の開催

e 高校生を対象とした、大学の通常授業の履修

f 高校生を対象とした体験授業の開催

g オープンキャンパス等高校生が大学を実際に見

聞きすることができる取組

h 高校生を対象とした、授業・講演等や公開講座

を複数の大学と合同で開催

i 行っていない

（複数回答可）

212

25

46

40

4

47

44

0 50 100 150 200 250

a 高等学校との意見交換会等

b 高等学校の授業見学

c 高等学校の学習内容や履修状況の把握

d 高等学校教員への研修機会の提供

e 高等学校と連携した教材の作成

f 高等学校と大学が連携した教育プログラム

g 行っていない

（複数回答可） 学校数

学校数
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③　②でaを選択した場合、意見交換等の結果を踏まえた改善の取組状況

④ ②でｆを選択した場合、具体的な取組の内容と、単位認定の有無

４－G 入学前の既修得単位等の認定

① 入学前の既修得単位等の認定制度

　入学前の既修得単位等の認定を行っている短期大学は251校（約91%（R1:約90%））である。

75

41

149

150

0 50 100 150 200

a 教育内容・方法の改善に関する取組

b 履修指導や学修支援等の改善に関する取組

c 大学入学者選抜の改善に関する取組

d 高校生の進路選択に資する情報提供の改善に

関する取組

（複数回答可）

13

232

245

0

6

6

1

23

24

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科で設けている

一部の学科等で設けている

設けていない

学校数

1

24

25

0

22

22

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

認定している

認定していない
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４－H 国内の大学との単位互換制度

①　国内の大学との単位互換制度の実施状況

② ①で１または２を選択した場合、他の都道府県の大学と単位互換制度の実施

③ ①で１または２を選択した場合、その実施方法

④ 自大学から相手大学等へ送り出した学生数及び受け入れた学生数

（単位：人）

⑤ 自大学から他の都道府県の相手大学等へ送り出した学生数及び受け入れた学生数

（単位：人）

963 396

154 4

送り出した学生数 受け入れた学生数

　国内の他大学との単位互換制度を実施している短期大学は152校（約55%（R1:約54%））であり、うち101校
（約37%）が大学コンソーシアムへの参加により実施している。

送り出した学生数 受け入れた学生数

10

133

143

0

9

9

4

119

123

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

大学全体で実施

一部の学科等で実施

実施していない

1

26

27

0

2

2

9

114

123

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

大学全体で実施

一部の学科等で実施

実施していない

71

101

10

0 20 40 60 80 100 120

a 個別の大学と協定を締結して実施

b 大学コンソーシアムへの参加により実施

c 協定の締結や大学コンソーシアムへの参

加がない大学の単位を個別認定

（複数回答可） 学校数
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４－I 社会人学生の受入状況

①　社会人特別選抜制度の設定状況

②　社会人学生の在学者の年齢別状況

　社会人特別選抜制度を設けている短期大学は250校（約91%（R1:約90%））である。また、令和4年度に在籍し
ている社会人学生のうち、29歳以下が約62%を占めている。

12

227

239

2

9

11

0

25

25

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

大学全体で設けている

一部の学科等で設けている

設けていない

29歳以下

男性, 338, 

11.3%

29歳以下女性, 

1512, 50.4%

30歳～39歳男

性, 81, 2.7%

30歳～39歳

女性, 363, 

12.1%

40歳～49歳

男性, 36, 

1.2%

40歳～49歳女

性, 309, 10.3%

50～59歳男性, 

32, 1.1%

50～59歳女性, …

60歳以上男… 60歳以上女性, 90, 3.0%

(年齢・性別区分，人数，％)
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４－J 科目等履修生の受入状況

①　科目等履修生の受入制度の設定状況

②　科目等履修生の受入制度を設けている場合、科目等履修生の属性別受入実績人数

　科目等履修生制度を設けている短期大学は258校（約94%（R1:約95%））であり、科目等履修生として高校生
の割合が最も高い。

14

229

243

0

15

15

0

17

17

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

大学全体で設けている

一部の学科等で設けている

設けていない

36

36

0

1

541

310

410

232

0 100 200 300 400 500 600

a 他の短期大学生

b 4年制大学の学生

c 高等専門学校生

d 専修学校生

e 高校生

f 就業者（勤め先があり、また、自家営業等で

仕事をしている場合）

g 自大学（同一法人内の大学を含む）の学生

h その他（主婦、高齢者等で職業に従事してい

ない場合）

（複数回答可） 学校数
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４－K 聴講生の受入状況

①　聴講生の受入制度の設定状況

②　聴講生の受入制度を設けている場合、聴講生の属性別受入実績人数

　聴講生の受入制度を設けている短期大学は149校（約54%（R1:約57%））で、自大学（同一法人内の大学を含
む）の学生が約37%を占めている。

◆聴講生：
　教育課程の全部の履修を目的とする正規の学生とは異なり、授業の一部を履修することを目的として、学則によって慣
行的に認められてきたものであり（法令に直接の根拠はない）、その区分、履修内容等についても各大学の学則等により
定められるが、科目等履修生のように履修した授業科目の単位認定は行われないものを指す。

11

136

147

0

2

2

3

123

126

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

大学全体で設けている

一部の学科等で設けている

設けていない

他の短期大学の

学生, 0, 0.0%

４年制大学の学生, 22, 

32.8%

高等専門学校生, 

5, 7.5%

専修学校生, 

0, 0.0%

高校生, 1, 1.5%

就業者（勤め先が

あり、また、自家営

業等で仕事をして

いる場合）, 11, 

16.4%

自大学（同一法人内の大

学を含む）の学生, 25, 

37.3%

その他（主婦、高齢

者等で職業に従事

していない場合）, 

3, 4.5%

(属性，人数，％)
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４－L 履修証明プログラムの実施状況 【大学全体】

①　学校教育法第１０５条及び学校教育法施行規則第１６４条に基づく履修証明プログラムの開設状況

②　履修証明プログラムを開設している場合の内容等

プログラムの内容

総開設時間数

（単位：時間）

公立

0

受講者数

（単位：人）

公立 私立 合計

0 442 442

証明書交付者数

（単位：人）

公立 私立 合計

0 141 141

受講者数

私立

150,412,227.7

合計

150,412,227.7

交付人数

　履修証明プログラムを開設している短期大学は32校（約12%（R1:約11%））で、令和4年度における受講者数
は442人、証明書交付者数は141人である。

受講者数

0

32

32

14

229

243

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

開設している

開設していない

11

16

15

1

0 5 10 15 20

a 公的な職業資格に関するスキルアップ

b 専門的知識・技能に関する資格の獲得、職業に

係る知識・技能の獲得・向上

c 教養の向上を主たる目的としたもの

d その他

（複数回答可） 学校数
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③  大学独自の履修証明プログラムの開設状況

４－M 学修歴証明書のデジタル化の状況 【大学全体】

①  学修歴証明書等のデジタル化の実施

②　①で１を選択した場合、その実施方法

0

8

8

0

53

53

14

200

214

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

実施している

実施していないが、検討

している
実施しておらず、検討し

ていない

0

5

5

0

0

0

0

3

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

大学全体で卒業・修了証明書のデジタル化を実施し

ている

一部の学科等において卒業・修了証明書のデジタル

化を実施している

個別の授業科目や講座、履修証明プログラム等の単

位で修了証明書等のデジタル化を実施している

0

12

32

14

249

243

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

合計

開設している

開設していない
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４－N 情報公表の状況 【大学全体】

① 教育研究活動等の情報の公表媒体

② 公表した情報

275

78

5

0 50 100 150 200 250 300

a インターネット上で大学の教育研究活動等の情

報を公表している

b 広く一般に大学情報を提供するための大学広

報誌（を発行している

c その他

（複数回答可）
学校数

78

230

190

204

253

244

159

137

95

92

187

76

137

153

160

20

134

266

1

93

75

0 50 100 150 200 250 300

a 単位の修得状況

b 学位の授与状況

c 卒業生の進学率

d 卒業生の主な進学先

e 卒業生の就職率

f 卒業生の主な就職先

g 学生の学修時間

h 大学の教育研究活動に関する学生の満足度

i 大学の教育研究活動を通じた学生の成長実感

j 学生の学修に対する意欲

k 入学者選抜の状況

l 修業年限期間内に卒業する学生の割合

m 留年率

n 中途退学率

o 教員一人当たりの学生数

p 学事暦の柔軟化の状況

q 履修単位の登録上限数

r シラバスの内容

s 早期卒業の状況

t ＦＤの実施状況や活動状況

u ＳＤの実施状況や活動状況

（複数回答可） 学校数
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５．教職員の資質向上等の取組状況

５－A スタッフ・ディベロップメントの実施状況 【大学全体】

①　ＳＤの実施状況

②　ＳＤを実施した場合、ＳＤの対象者

③　ＳＤを実施した場合、ＳＤとして行った内容

◆スタッフ・ディベロップメント：
　大学等の管理に必要な知識・技能を身に付け、能力・資質を向上させるための研修。

　なんらかのＳＤを実施した短期大学は265校（約96%（R1:約97%））であり、具体的内容として、「大学問題
に関する基礎的な知識・理解等を深めることを目的とするもの」を実施した短期大学が192校（約70%）と最も
多く、次いで「業務領域の知見の獲得を目的とするもの」を実施した短期大学が141校（約51%）、「教育支援
を目的とするもの」を実施した短期大学が121校（44%）である。

263

70

221

177

177

0 50 100 150 200 250 300

a 事務職員

b 技術職員

c 教員

d 部局長

e 執行部

（複数回答可）

76

35

58

141

192

121

0 50 100 150 200 250

a コミュニケーション能力の向上を目的とするもの

b 戦略的な企画能力の向上を目的とするもの

c マネジメント能力の向上を目的とするもの

d 業務領域の知見の獲得を目的とするもの

e 大学問題に関する基礎的な知識・理解等を深め

ることを目的とするもの

f 教育支援を目的とするもの

（複数回答可）

学校数

学校数

学校数

10

242

252

2

11

13

2

8

10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

大学全体で実施した

部局等の単位で実施し

た
実施していない
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④　ＳＤを実施した場合、短期大学全体の専任職員のうちＳＤに参加した者のおおよその割合

全員, 111, 41.9%

４分の３以上, 117, 

44.2%

２分の１以上, 18, 6.8%

４分の１以上, 7, 2.6%

４分の１未満, 5, 1.9% 把握していない, 7, 2.6%

(割合区分，学校数，％)
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５－B ファカルティ・ディベロップメントの実施状況 【大学全体】

① 全学的なFDの内容

②　ＦＤに関するセンター等の組織（※）の設置状況

　ＦＤ活動の具体的内容として「教員相互の授業参観」、「講演会、シンポジウム等」、「研究倫理に関する
研修会等」を実施している短期大学が多い。
　また、ＦＤに関するセンター等の組織を設置している短期大学は200校（約73%（R1:約72%））であり、「授
業内容、方法の改善、向上」を目的としている短期大学が144校（約55%）と最も多い。

◆ファカルティ・ディベロップメント：
　教員が授業内容・方法を改善し、向上させるための組織的な研修又は研究の総称で、短期大学設置基準第１１条の３において、大学に
おける義務とされている。

（※）教育方法の研究開発、教員を対象とした研修、教授方法に係る個別相談等を行うために設置される組織のこと。
（※）ＦＤに関するセンター等の組織の設置状況について、「学内にセンター等（学内組織を含む。）を設置している」かつ「他大学と
共同でセンター等を設置している」と回答した１短期大学が重複している。

149

71

39

48

47

109

10

123

117

102

14

0 50 100 150 200

a 教員相互の授業参観

b 教員相互による授業評価

c 自大学の学生や自大学への入学志願者に

対する理解を深めるためのワークショップ

d 三つの方針に基ずく教育課程の構築を目的とした

ワークショップまたは授業検討会

e アクティブ・ラーニングを推進するための

ワークショップ又は授業検討会

f 教育方法改善のためのワークショップ又は授業検討会

g 授業コンサルテーション

h 講演会、シンポジウム等

i 研究倫理に関する研修会等

j 新任教員を対象とした研修会等

k 実務経験を有する教員を対象とした研修会等

（複数回答可） 学校数

152

1

48

75

0 50 100 150 200

1 学内にセンター等を設置している

2 他大学と共同でセンター等を設置している

3 a、b以外の形で設置している

4 設置していない

（複数回答可） 学校数
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③　ＦＤに関するセンター等の組織を学内に設置している場合、当該組織に求められる役割、機能

④　短期大学全体の専任教員のうちＦＤに参加した者のおおよその割合

⑤　ＦＤの実施に当たってのＦＤに関する専門家の活用状況

144

48

29

5

39

0 50 100 150 200

a 授業内容、方法の改善、向上

b 教育プログラムや教育システムの

企画及び開発

c 教員の教育業績評価

d ＦＤに関する専門家の養成

e 職員の職能開発

（複数回答可）

61

8

13

117

123

0 20 40 60 80 100 120 140

a 自大学の常勤の教職員を専門家として活用

b 自大学の非常勤の教職員を専門家として活用

c 自大学では雇用していないが、他大学と連携

し、他大学の専門家を活用する仕組みを構築

d 外部の専門家を必要に応じて活用

e 特に活用していない

（複数回答可）

学校数

学校数

全員, 155, 56.6%４分の３以上, 94, 

34.3%

２分の１以上, 17, 6.2%

４分の１以上, 1, 0.4%
４分の１未満, 3, 1.1%

把握していない, 4, 1.5%

(割合区分，学校数，％)
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５－C 教員の教育面における評価のための工夫等 【大学全体】

①　教員の教育面における業績評価や顕彰の実施状況

業績評価

顕彰

②　ティーチング・ポートフォリオの導入状況

　教員の教育面における業績評価を行っている短期大学は170校（約62%）であり、顕彰を行っている短期大学
は135校（約52%）であり、ティーチング・ポートフォリオを導入している短期大学は115校（約42%（R1:約
29%））である。

8

142

150

2

18

20

4

101

105

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

1:全ての教員を対象とする取組

2:一部の教員を対象とする取組

3:全く実施していない場合

2

101

103

0

12

12

12

148

160

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全ての教員を対象に導入を行っている

一部の教員を対象に導入を行っている

行っていない

7

120

127

0

15

15

7

126

133

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

1:全ての教員を対象とする取組

2:一部の教員を対象とする取組

3:全く実施していない場合
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５－D ハラスメントの防止 【大学全体】

①　大学全体における学生及び教職員を対象としたハラスメント（※）防止の取組状況

②　大学全体でハラスメント防止の取組を実施している場合、学内の全ての学生及び教職員が相談できる窓口

　　の設置状況

③　②で「設置している」を選択した場合、学内の全ての学生及び教職員が相談できる学外の機関を活用した

　　相談窓口の設置状況

　大学全体で学生・教職員を対象としたハラスメント防止の取組を実施している短期大学は271校（約99%（R1:
約99%））であり、学内全ての学生及び教職員が相談できる窓口を設置している短期大学は269校（約98%（R1:
約96%））である。

（※）ハラスメントは、例えば、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントやパワー・ハラスメント、
本邦外出身者に対する差別的言動や性的志向及び性自認を理由とする差別的扱い等が考えられる。

14

257

271

0

4

4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

実施している

実施していない

14

255

269

0

2

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

設置している

設置していない

2

41

43

11

207

218

1

7

8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

設けている

設けていない

今後設ける予定がある

46



④ ③で「設けている」を選択した場合、ハラスメント防止のための具体的な取組

⑤ ①で「実施している」を選択した場合、ハラスメント防止のための全学的な調査・対策機関の設置状況

⑦  ⑥で「取り組んでいる」を選択した場合、具体的な取組

⑥  ⑤で「設置している」または「必要な場合に設置する」を選択した場合、学内の調査・対策機関に第三者
　　を含める等の取組実施状況

5

84

89

6

149

155

3

20

23

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

取り組んでいる

取り組んでいない

今後取り組む予定がある

37

16

28

52

8

0 10 20 30 40 50 60

a 大学の顧問弁護士を調査・対策機関の委員に

加えるようにしている。

b 大学の顧問弁護士以外の弁護士を調査・対策

機関の委員に加えるようにしている。

c 医療、心理、福祉、法律等に関する専門家を

調査・対策機関の委員に加えるようにしている。

d 事案に関係のない職員を調査・対策機関の委

員に加えるようにしている。

e その他

（複数回答可） 学校数

23

8

14

5

7

0 5 10 15 20 25

a 大学の顧問弁護士事務所と契約し、電話等で

相談できる窓口を設置している。

b 大学の顧問弁護士以外の弁護士事務所と契

約し、電話等で相談できる窓口を設置している。

c 民間企業と契約し、相談窓口を設置している。

d 学外のNPO法人と契約し、相談窓口を設置して

いる。

e その他

（複数回答可）
学校数

11

118

129

3

135

138

0

4

4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

常設の機関を設置している

常設の機関は置いていないが、学内で設置

が必要と認めた場合に調査委員会等を設

置する
常設・非常設を問わず調査委員会等は設

置しない
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⑧ ①で「実施している」を選択した場合、ハラスメント防止のため行っている取組

表

258

163

44

63

66

79

50

14

154

76

98

125

109

18

26

4

0 100 200 300

a ハラスメント防止に関する方針等の策定・明示

b ハラスメントを行った者への対処方針の策定・明示

c オンラインでの相談対応

d 専門職員の配置等の相談体制の充実

e 相談業務を担当する教職員への支援

f 被害者への速やかかつ適切な配慮に関する規定の整備

g 再発防止策に関する規定の整備

h 教員採用段階における過去の学生への性暴力等に係る

懲戒処分歴等の確認

i 管理職を含む教職員に対する研修・ガイダンスの実施

j 学生に対する研修・説明会の実施

k ハラスメントに関する規程・相談窓口やハラスメント防止に

関する取組内容についてインターネットで公表

l ハラスメント防止に関するリーフレット等を作成し教職員や

学生に配布

m ハラスメント防止に関するポスター等の学内掲示

n 教職員への実態調査

o 学生への実態調査

p その他

［
周
知
活
動
］

（複数回答可）

［
実
態
把
握
］

［
そ
の
他
］

［
教
職
員
に
対
す
る
取
組
］

学校数
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⑨ ⑧でｂを選択した場合、懲戒解雇を含む厳正な処分が行われることを明記しているか

⑩ ⑧でｂを選択した場合、懲戒処分などを行った公表する旨の基準を定めているか

6

122

128

0

35

35

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

明記している

明記していない

3

31

34

3

126

129

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

定めている

定めていない
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６．組織運営の活性化

６－A 教員等の採用状況 【大学全体】

②　テニュアトラック制（※）の導入状況

③採用した教員数

①　教員採用時の基準

（※）テニュアトラック制とは、公正で透明性の高い選抜により採用された若手研究者が、審査を経てより安定的な職を
得る前に任期付の雇用形態で自立した研究者として経験を積むことができる仕組み。大学において「テニュアトラック
制」としている場合でも、この定義に当てはまらないものは、類似の仕組みとして４を選択するものとする。

45

77

22

36

10

34

175

0 50 100 150 200

a 他大学出身者の積極的採用

b 他大学・研究機関等における在籍経験を有

する者の積極的採用

c 特定の研究機関等の出身者に偏ることの

防止

d 女性の積極的採用

e 外国人及び外国の大学で学位を取得した

教員の積極的採用

f 社会人の積極的採用

g ａ～ｆの内容は盛り込んでいない

（複数回答可）
学校数

0

10

10

0

0

0

14

219

233

0

32

32

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学的に導入している

一部の学科等で導入している

導入していない

任期付の教員等の採用・昇進に関し、類似

の仕組みを導入している

24

564

588

13

397

410

0

28

28

0 100 200 300 400 500 600 700

公立

私立

合計

採用数

公募

テニュアトラック

50



６－B 基幹教員制度の導入状況 【大学全体】

①　基幹教員制度の導入状況

６－C IR に関する取組の状況 【大学全体】

①　ＩＲを専門で担当する部署の設置状況

② 　ＩＲを専門で担当する部署を設置している場合、専任の教員を置いているか

　大学内にＩＲ（インスティトゥーショナル・リサーチ）を専門で担当する組織又は部署を設けている短期大
学は204校（約74%（R1:71%））であり、具体的な業務としては、「学生の学修成果の評価のためのデータ収
集、評価の実施・分析」を行う短期大学が82校（約27%）と最も多く、次いで「自己点検評価に必要なデータの
収集や分析等、自己点検評価に関連する業務」、「学生の学修時間の把握のためのデータ収集、分析」を行う
短期大学が75校（約27%）、「認証評価機関への報告書の作成や必要なデータの収集等、認証評価に関連する業
務」を行う短期大学が54校（約20%）である。

◆ＩＲ（インスティトゥーショナル・リサーチ）：
　大学の組織や教育研究等に関する情報を収集・分析することで、学内の意思決定や改善活動の支援や、外部に対する説明責任を果たす
活動といわれており、アメリカでは、ＩＲを担当する部署で、連邦政府への報告や地域の基準認定に関連した業務、学生の履修登録管理
等のデータ収集や分析を行っているとされている。また、我が国でも、複数大学が連携して共通のデータ収集を行うことによる大学間で
の相互評価や、学生の状況観測等の取組が行われている。

2

98

100

4

100

104

7

48

55

1

15

16

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

専門の担当部署を設けている

専門の担当部署は設けていないが、教職員の併

任による委員会方式の組織を設けている

大学内に１、２に該当する組織は特に設けていな

い

大学内に１、２に該当する組織は設けていない

が、学校法人等に設けている

0

28

28

2

70

72

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

置いている

置いていない

0

21

21

14

240

254

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

導入している

導入していない
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③ ②で１を選択した場合、令和４年度における専任の教員の人数

④ ①で１を選択した場合、IRを専門で担当する部署に専任の職員を置いているか

⑤ ④で１を選択した場合、令和４年度における専任の職員の人数

0

75

75

2

23

25

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

置いている

置いていない

0

5

5

0

1

1

0

19

19

0

21

21

0 5 10 15 20 25

公立

私立

計

IRを研究の対象としている者

IRの企画や実施方法等に関する専門

的な高等教育プログラムを受講した者

IRの企画や実施方法等に関する研修

に参加したことがある者

その他

教員数

0

13

13

0

70

70

0

32

32

0 20 40 60 80

公立

私立

計

IRの企画や実施方法等に関する専門

的な高等教育プログラムを受講した者

IRの企画や実施方法等に関する研修

に参加したことがある者

その他

職員数
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⑥ ①で１を選択した場合、その部署で行っている業務

20

54

75

28

10

82

75

12

5

4

32

0 20 40 60 80 100

a 学内の意思決定に資する提案書の作成

b 認証評価機関への報告書の作成や必要な

データの収集等、認証評価に関連する業務

c 自己点検評価に必要なデータの収集や分

析等、自己点検評価に関連する業務

d その他の評価に必要なデータの収集等、そ

の他の評価に関連する業務

e 国（政府）への報告の作成

f 学生の学修成果の評価のためのデータ収

集、評価の実施・分析

g 学生の学修時間の把握のためのデータ収

集、分析

h 学生の募集管理

i 学生の履修登録管理

j 予算・財務計画の策定のためのデータ収集、

分析

k 学生、大学教員、大学職員に関するデータ

収集、分析

（複数回答可） 学校数
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６－D 教職協働に関する取組の状況 【大学全体】

① 「教職協働」に関する取組を実施状況

② ①で１または２を選択した場合、「教職協働」に関する取組が行われている分野

③ 「経営に関する会議」に、事務職員が参画したか

233

33

26

0 50 100 150 200 250

1 大学全体で実施した

2 部局等の単位で実施した

3 実施していない

（複数回答可） 学校数

219

232

115

118

217

176

180

130

215

53

145

213

3

0 50 100 150 200 250

a 就職支援・進路指導

b 学生募集活動

c クラブ運営の顧問体制など課外活動

d 教育方針の立案や推進

e 学生相談や生活支援

f 地域との連携活動

g 大学の評価業務

h 大学の諸政策の立案

i ＦＤ活動やＳＤ活動の共同実施

j 共同研究・合同研修

k 教職員合同会議実施

l 各種委員会への合同参画

m その他

（複数回答可）
学校数

8

134

142

4

53

57

2

74

76

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

議決権を持つメンバーとして参画した

議決権の無いオブザーバーとして参画した

参画しなかった
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④ ③で１を選択した場合、参画した会議の種類

⑤ 「教学に関する会議」に、事務職員が参画したか

⑥ ⑤で１を選択した場合、参画した会議の種類

25

71

46

22

100

9

0 20 40 60 80 100 120

a 役員会

b 理事会

c 常任理事会

d 学内理事会

e その他経営方針の検討に関する

会議

f その他

（複数回答可） 学校数

87

29

171

180

164

147

31

0 50 100 150 200

a 教授会

b 学科長会議

c 入試に関する委員会

d 教務に関する委員会

e 学生に関する委員会

f 就職に関する委員会

g その他

（複数回答可） 学校数

7

196

203

4

43

47

3

22

25

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

議決権を持つメンバーとして参画した

議決権の無いオブザーバーとして参画した

参画しなかった
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⑦ 事務職員の登用

６－E 入学者受入れに関する取組状況 【大学全体】

① 入学者選抜に関する学内組織が担う役割、機能

23

11

17

230

0 50 100 150 200 250

1 従来は教員が担っていたポストに教員に代

えて事務職員を登用した

2 従来は教員のみが担っていたポストを拡充

し、事務職員を登用した

3 前に無い新たなポストを創設し、事務職員

を登用した

4 １～３には該当しない

（複数回答可）
学校数

224

221

154

237

189

93

12

44

144

23

223

218

164

233

187

92

12

44

141

24

223

213

164

231

187

91

11

46

142

28

0 50 100 150 200 250

a 入学者選抜の企画及び開発

b 広報

c 高大連携

d 入学者選抜の実施及び運営

e 合否判定

f 入学後の追跡調査等による信頼性・妥当性の検証

g 入学者受入れに関する専門家の養成

h 教職員の研修

i 調査研究

j ａ～ｉに該当する役割・機能はない

一般選抜

学校推薦型選抜

総合型選抜

（複数回答可）
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②入学者受入れに関する専門家の活用状況

③ ②でａ～ｄを選択した場合、入学者受入れに関する専門家の属性

④ ②でａ～ｄを選択した場合、入学者受入れに関する専門家が担う役割、機能

9

3

1

35

231

0 50 100 150 200 250

a 外部から専門家を常勤雇用して活用

b 外部から専門家を非常勤雇用して活用

c 自大学では雇用していないが、他大学と連携

し、他大学の専門家を活用する仕組みを構築

d 外部の専門家を必要に応じて活用

e 特に活用していない

（複数回答可） 学校数

12

7

33

0 5 10 15 20 25 30 35

a 事務職員

b 教員

c その他

（複数回答可） 学校数

18

26

11

14

9

7

2

13

22

0 5 10 15 20 25 30

a 入学者選抜の企画及び開発

b 広報

c 高大連携

d 入学者選抜の実施及び運営

e 合否判定

f 入学後の追跡調査等による信頼性・妥当性の検証

g 入学者受入れに関する専門家の養成

h 教職員の研修

i 調査研究

（複数回答可） 学校数
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７．グローバル人材育成と大学の国際化の状況

７－A 外国語教育の実施状況

① 英語教育の取組

② 達成目標の設定

47

66

62

57

66

128

70

51

5

85

0 50 100 150

a 会話中心、速読中心等目的別クラス編成

b 能力別クラス編成

c 少人数クラス

d LL、映像教材等の利用

e ICTの活用

f ネイティブ・スピーカーの活用

g TOEFL、TOEIC、英検等に必要な能力の養成を目的

とした科目の開設

h TOEFL、TOEIC、英検等の試験のスコアの単位認定

i 英語の外部試験のスコアを進級や卒業等の基準また

は要件として活用

j 特になし

（複数回答可） 学校数

13

9

22

5

6

232

0 50 100 150 200 250

a 英語について、英語の外部試験のスコア等を到達

水準の１つとして設定している

b 英語について、英語の外部試験のスコア等以外の

到達水準を設定している

c 英語について、大学または学科等の卒業認定・学

位授与の方針において、到達水準を設定している

d 英語以外の外国語について、外部試験のスコア等

を到達水準の１つとして設定している

e 英語以外の外国語について、外部試験のスコア等

以外の到達水準を設定している

f 設定していない

（複数回答可） 学校数
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③ ②でａまたはｂを選択した場合、その達成目標の達成者数

④ 在学期間中における、単位修得を伴う海外留学経験者数の目標設定

７－B 英語による授業の実施状況

① 外国語のみ（日本語を併用せずに）による授業

0

6

6

14

255

269

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

設定している

設定していない

2

22

24

12

239

251

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

ある

ない

33

264

297

188

798

986

0 200 400 600 800 1000 1200

公立

私立

計

a 英語について、英語

の外部試験のスコア等

を到達水準の１つとし

て設定している

b 英語について、英語

の外部試験のスコア等

以外の到達水準を設定

している（大学独自で

定めている

到達水準を含む）

人数
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② ①外国語のみによる授業がある場合、使用されている外国語

③ 英語による授業科目のみの履修で卒業または課程を修了することができるか

142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 20 40 60 80 100 120 140 160

a 英語

b フランス語

c ドイツ語

d スペイン語

e ポルトガル語

f インドネシア語

g ギリシャ語

h タイ語

i 中国語

j ロシア語

k ラテン語

l 朝鮮語

m アラビア語

n イタリア語

o その他

科目数

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

21

22

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

全学科の学生に対し、英語による授業科目

のみの履修で卒業することを義務づけてい

る

全学科の学生が、英語による授業科目のみ

の履修で卒業できる

一部の学科等の学生が、英語による授業科

目のみの履修で卒業できる

一部の学科等の学生が、英語による授業科

目のみの履修で卒業できるが、履修が留学

生に限定されている

卒業できない
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７－C 海外の大学との大学間交流協定 【大学全体】

①　海外の大学との大学間交流協定の締結状況

②　海外の大学と大学間交流協定を締結している場合、協定の内容

　海外の大学と大学間交流協定を締結している短期大学は115校（約42%（R1:約45%））であり、うち32校（約
12%）において協定の内容に単位互換を含んでいる。

◆ダブル・ディグリー：
　この調査における「ダブル・ディグリー」とは、我が国と外国の大学が、教育課程の実施や単位互換等について協議
し、また、教育課程を共同で編成・実施し、単位互換を活用することにより、双方の大学がそれぞれ学位を授与する形態
を指す。

9

106

115

5

155

160

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

合計

締結している

締結していない

102

78

34

32

8

2

36

7

27

4

0 20 40 60 80 100 120

a 学生の交流

b 教員・研究者の派遣、研修、その他の交流

c 事務職員の派遣、研修、その他の交流

d 単位の互換

e ダブル・ディグリー

f ジョイント・ディグリー

g 共同研究の実施

h 締結先大学の学生の受入に伴う奨学金の支給

i 学生の派遣・受入に係る授業料の相互不徴収

j ａ～ｉには該当しない

（複数回答可） 学校数
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７－D 海外における拠点 【大学全体】

①　海外における活動拠点の設置

②　海外における活動拠点を設置している場合、拠点を設置している地域

ア）　拠点数

（拠点数）

公立 私立 合計

0 15 15

イ）　当該拠点の存在する国名または地域名

　海外における活動拠点を設置している短期大学は13校（約5%（R1:約7%））であり、うち10校がアジア地域に
拠点を設置している。

開講講座数

0

13

13

14

248

262

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

設置している

設置していない

アジア, 10, 66.7%

中近東, 0, 0.0%

アフリカ, 0, 0.0%

大洋州, 2, 13.3%

北米, 1, 6.7%

中南米, 0, 0.0% 欧州, 2, 

13.3%

その他, 0, 0.0%

アジア

中近東

アフリカ

大洋州

北米

中南米

欧州

その他

(年齢・性別区分，人数，％)

62



８．地域貢献・連携

８－A 地方公共団体等との協定 【大学全体】

①　地方公共団体との協定等の締結状況

②　地元企業との協定の締結状況

　地元企業と協定を締結している短期大学は133校（約48%（R1:約41%））である。

　地方公共団体と協定を締結している又は自治体の各種計画書の中で協力関係にある短期大学（公立短期大学
のみ）は221校（約80%（R1:約78%））である。

9

207

216

2

52

54

3

2

5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

締結している

締結していない

自治体の各種計画書の中で協

力関係にあるもの（公立のみ）

6

127

133

8

134

142

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

締結している

締結していない
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８－B 地域のニーズに応えるための取組 【大学全体】

①　地域の学習ニーズにこたえるために行った取組

②　地域の学習ニーズの把握方法

　地域の学習ニーズにこたえるための取組としては、「他の教育機関や諸団体に対する出前講義、注文授業、
講師の派遣」を行っている短期大学が201校（約73%）と最も多く、次いで「地方公共団体、地元企業等と連携
した公開講座の充実」を行っている短期大学が125校（約45%）である。
　また、学習ニーズの把握方法として、「公開講座、シンポジウム等参加者からの意見聴取」により把握する
短期大学が149校（約54%）、次いで「地方公共団体、地元企業、有識者等との意見交換」により把握している
短期大学が143校（52%）である。

50

125

26

201

88

84

21

22

0 50 100 150 200 250

a 地域の学習ニーズを踏まえたカリキュラムの見直し

b 地方公共団体、地元企業等と連携した

公開講座の充実

c 地域の学習ニーズを取り入れた学科等の開設

d 他の教育機関や諸団体に対する出前講義、

注文授業、講師派遣

e 生涯学習センター等大学と地域社会を結ぶ

総合的な窓口の設置

f 社会人学生を積極的に受け入れるための

長期履修制度等の導入

g その他

h 特に取組みは行っていない

（複数回答可）

36

20

149

143

9

50

0 50 100 150 200

a 高校生、高等学校の進路指導担当者に対する

アンケート調査

b 地方公共団体、地元企業等に対するアンケート調査

c 公開講座、シンポジウム等参加者からの意見聴取

d 地方公共団体、地元企業、有識者等との意見交換

e その他

f 特に把握していない

（複数回答可）

学校数

学校数
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８－C 公開講座の実施状況 【大学全体】

①　公開講座の実施状況

②ア　１年間の開講講座数

（単位：人）

公立 私立 合計

139 3,044 3,183

②イ　１年間で公開講座を受講した延べ人数

（単位：人）

公立 私立 合計

3,211 60,755 63,966
受講した延べ人数

　公開講座を実施している短期大学は212校（約77%（R1:約83%））であり、令和4年度における開講講座数は
3,183講座、1年間で公開講座を受講した延べ人数は63,966人である。

開講講座数

12

200

212

2

61

63

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

計

実施している

実施していない
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